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第４節 余市町総合計画の策定体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町  長  

計画案について諮問 

計画素案の作成及び情

報収集等の指示 
計画素案を提出 

 
 

 

【役割】 

町長の諮問に応じ、余市町の総合計画策

定について審議を行う。 

 

【構成員】 

審議会は委員２０人以内で組織 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町

長が委嘱する。 

  (１) 学識経験者 

  (２) 民間諸団体の代表者 

  (３) その他町長が必要と認める者 

 

【任期】 

 審議会の答申が終了するまで 

余市町総合計画審議会 
 

 

 

【役割】 

総合計画原案の策定に関する調査や協議等を

行う。 

 

【構成員】 

副町長、教育長、部長、課長 

余市町総合計画策定委員会 

 
 

 
 

【役割】 

・総合計画素案の作成 

・資料収集、分析 

 

【構成員】 

余市町総合計画策定委員会委員以

外の町職員 

 

 

 

余市町総合計画策定委員会作業委員会 

 

【役割】 

原案作成に必要な事項について協議する。 

 

【構成員】 

総務部長、民生部長、経済部長、 

建設水道部長、総務課長、企画政策課長、 

行政改革推進課長、財政課長 

余市町総合計画策定委員会幹事会 

計画原案を提出 

計画原案の作成を指示 

 
 

【役割】 

総合計画に広く町民の意見を反映させ

る。 

 

【組織】 

協議会は、委員３０人以内で組織 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町

長が委嘱する。 

（１） 産業、経済、福祉、教育等関係団     

体から選出された者 

  （２） 一般公募による者 

 （３）その他町長が必要と認める者 

 

【任期】 

  余市町総合計画策定委員会への提言まで 

余市町まちづくり協議会 

提 言 

計画案について答申 

まちづくりに関

する情報交換 


